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新

庄

藩

の

徒

唖丑

手

塚

豊

　
犯
罪
者
を
一
定
の
場
所
に
隔
離
し
、
螢
働
を
通
じ
て
そ
の
教
化
、
改
善
を
は

か
る
近
代
的
自
由
刑
（
懲
役
刑
）
が
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、

わ
が
國
に
あ
り
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
治
維
新
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
徳
川
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
萌
芽
と
い
う
べ
き
各

種
の
笏
役
を
俘
う
自
由
刑
が
、
全
く
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ

ら
は
、
當
時
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
追
放
刑
に
代
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た

が
、
時
に
は
爾
者
が
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
も
あ
つ
た
。
幕
府
が
開
始

し
た
寛
政
二
年
（
卜
靴
九
）
の
加
役
方
人
足
寄
場
は
、
そ
の
よ
う
な
自
由
刑
の
先
騙

と
し
て
飴
り
に
も
著
名
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
各
地
方
の
天
領
ま
た
は
藩
に
お

い
て
行
わ
れ
た
懲
役
刑
（
徒
刑
）
も
し
く
は
そ
れ
と
類
似
す
る
瞥
役
刑
も
、
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

先
學
に
よ
つ
て
、
か
な
り
の
も
の
が
す
で
に
研
究
、
報
告
さ
れ
て
い
る
。
幕
府

法
の
研
究
に
比
較
す
る
と
、
は
る
か
に
逞
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
諸
藩
法
の
研

究
が
、
逐
次
進
展
す
る
に
と
も
な
い
、
將
來
、
さ
ら
に
多
く
の
も
の
が
護
見
さ

れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
私
も
諸
先
學
の
駿
尾
に
附
し
二
、
三
の
藩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

徒
刑
に
關
す
る
未
熟
な
論
考
を
護
表
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
法
制
史

新
庄
藩
の
徒
刑

家
の
注
意
を
惹
か
な
か
つ
た
新
庄
藩
徒
刑
の
輪
廓
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　
出
羽
新
庄
藩
は
、
元
和
八
年
十
月
（
一
一
嶽
一
『
）
、
戸
澤
右
京
亮
政
盛
が
常
州
の
松

岡
か
ら
弱
州
の
最
上
に
輔
封
、
最
上
郡
の
大
牟
と
村
上
郡
の
谷
地
領
を
併
せ
て

六
萬
石
を
管
し
た
の
に
は
じ
ま
る
。
最
初
は
、
居
城
を
鮭
延
庄
眞
室
に
構
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
、
寛
永
元
年
八
月
（
卿
轍
一
一
）
、
新
庄
に
移
り
、
そ
の
後
二
百
四
十
四
年
、
政
盛

か
ら
敬
え
て
十
一
代
の
上
纏
介
正
實
の
と
き
に
、
明
治
維
新
を
む
か
え
た
。

　
幕
末
の
頃
、
同
藩
で
行
わ
れ
た
徒
刑
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
つ
た
読
明
を
し
て

い
る
公
刊
の
文
献
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
明
治
四
十
一
年
出
版
の
松
井
秀

房
著
「
最
上
郡
史
」
だ
け
で
あ
る
。
同
書
は
、
奮
藩
時
代
の
刑
罰
の
状
況
を
簡

軍
な
が
ら
一
感
記
述
し
、
そ
の
中
で
「
刑
名
は
都
て
幕
府
の
法
律
に
振
り
一
般

同
一
な
る
も
の
と
錐
も
輕
罪
に
至
り
て
は
藩
の
習
慣
あ
る
も
の
』
如
し
」
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
く
レ

ベ
、
次
の
ご
と
く
徒
刑
の
存
在
と
、
そ
の
内
容
に
ふ
れ
て
い
る
。

　
徒
罪
　
　
博
徒
又
は
輕
罪
の
者
不
逞
の
者
に
し
て
他
に
妨
害
を
な
す
も
の
x

　
　
　
　
類
を
庭
す
。
諸
役
所
夫
役
に
使
用
せ
L
む
。
古
時
此
刑
な
し
。
嘉
永

　
　
　
　
年
間
よ
り
之
を
置
く
。

「
最
上
郡
史
」
は
、
そ
の
後
、
嶺
金
太
郎
氏
に
よ
つ
て
多
く
の
訂
正
壇
補
が
ほ

七
九

（
七
三
七
）



　
　
　
　
新
庄
藩
の
徒
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ど
こ
さ
れ
、
昭
和
四
年
に
「
増
訂
最
上
郡
史
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
壇
訂
版
で
は
、
前
版
の
刑
罰
に
關
す
る
項
目
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か

全
く
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
た
め
、
徒
刑
に
つ
い
て
も
、
藩
の
職
制
更
あ

る
い
は
財
政
史
關
係
の
記
述
の
中
に
散
見
す
る
二
、
三
の
資
料
以
外
に
は
、
全

く
み
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
同
書
の
大
牛
を
占
め
て
い
る
新
庄
薄
史
は
、
非
常

に
精
細
な
研
究
で
あ
る
だ
け
に
、
刑
事
法
關
係
の
ま
と
ま
つ
た
記
事
を
敏
い
て

い
る
こ
と
は
、
楚
に
惜
し
い
。

　
内
閣
文
庫
藏
「
山
形
縣
史
料
」
第
六
冊
（
制
度
部
）
に
附
録
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
「
元
新
庄
藩
刑
法
概
略
」
は
、
明
治
七
年
十
一
月
、
山
形
縣
が
太
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

官
の
命
を
う
け
て
提
出
し
た
調
査
書
と
い
わ
れ
る
が
、
蕪
の
刑
事
法
の
歌
況
を

述
べ
た
も
の
と
し
て
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
も
つ
と
も
詳
し
い
資
料
で
あ

る
。
徒
刑
に
關
す
る
記
事
も
、
前
揚
最
上
郡
史
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
、
さ
ら
に
詳
し
い
。

　
徒
罪

　
　
嘉
永
元
申
年
、
更
二
徒
刑
場
ヲ
設
ケ
、
輕
罪
ノ
モ
ノ
賭
博
者
犯
姦
者
等
、

　
之
二
庭
ス
。
但
其
役
使
法
ハ
目
割
ヲ
以
、
各
磨
衛
ノ
騙
役
及
開
墾
所
及
徒
場

　
ノ
採
薪
炊
方
等
に
役
使
ス
。
而
テ
役
割
二
飴
ル
ノ
人
員
ハ
、
掬
縄
草
鞍
造
等

　
ノ
事
二
騙
使
ス
。

　
一
　
縄
草
鮭
等
ハ
月
末
齊
携
代
金
會
計
役
所
二
納
ム
。
内
三
分
ノ
一
ハ
、
放

　
　
冤
ノ
節
本
人
二
下
給
シ
、
三
分
ノ
ニ
ハ
、
外
掬
金
撒
撒
嫉
鞭
班
渤
壇
二
備
へ
、

　
　
道
路
橋
梁
等
ノ
修
繕
費
二
支
梯
フ
モ
ノ
ト
ス
。

　
一
　
女
子
ハ
自
宅
ニ
ア
リ
テ
通
勤
セ
シ
メ
、
專
ラ
諸
役
所
ノ
吏
員
宿
直
夜
具

　
　
ノ
上
下
等
二
從
事
セ
シ
ム
。

　
一
　
子
孫
ノ
放
蕩
無
頼
ニ
シ
テ
、
組
父
母
父
母
ノ
撤
二
從
ハ
ス
、
奉
養
ヲ
鮫

八
O

（
七
三
八
）

　
　
ク
コ
ト
ア
ル
モ
ノ
ハ
、
其
父
母
ノ
願
ニ
ヨ
リ
テ
之
ヲ
徒
罪
二
庭
シ
、
其
改

　
　
悔
ヲ
待
テ
之
ヲ
放
冤
ス
。

　
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
徒
刑
場
開
設
の
時
期
は
「
嘉
永
元
申
年
」
で
あ
る
が
、

前
掲
増
訂
最
上
郡
史
に
引
用
さ
れ
て
い
る
泉
田
村
永
代
帳
に
は
「
嘉
永
二
酉
年

正
月
よ
り
川
原
町
御
小
屋
御
立
被
遊
候
て
徒
罪
の
者
右
小
屋
に
て
夫
々
役
有
之

（
7
）候

」
と
あ
り
、
一
年
だ
け
渥
く
な
つ
て
い
る
。
設
立
の
決
定
が
元
年
で
、
實
際

に
開
場
し
た
の
が
二
年
一
月
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
川
原
町
は
、
新
庄

城
二
の
郭
東
北
方
の
町
で
あ
る
。

　
こ
の
徒
刑
に
お
い
て
、
女
子
に
蜀
し
自
宅
か
ら
の
通
勤
の
服
役
を
み
と
め
て

い
る
の
は
、
他
の
地
方
の
徒
刑
に
も
ほ
と
ん
ど
類
例
の
な
い
異
色
の
措
置
で
あ

り
、
さ
ら
に
父
母
の
情
願
に
よ
つ
て
不
良
見
を
牧
容
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
感

化
院
的
性
格
を
併
せ
有
し
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
徒
刑
は
、
從
來
か
ら
死
罪
、
永
牢
に
次
ぐ
刑
罰
と
し
て
存
在
し

た
各
種
の
追
放
刑
の
中
で
、
輕
い
種
類
の
も
の
及
び
片
婁
剃
落
の
刑
に
代
わ
る

べ
き
も
の
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
遙
般
の
事
情
を
、
前
揚
刑
法

概
略
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
重
追
放

　
輕
追
放

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
重
追
放
ハ
及
位
ロ
ヨ
リ
秋
田
領
二
放
ッ
。
輕
疸
放
ハ
舟
形
ロ
ヨ
リ
幕
領
村

　
山
郡
二
放
ツ
。
右
ハ
賊
拾
爾
以
下
ノ
盗
賊
及
其
地
方
二
害
ヲ
ナ
ス
不
逞
ノ
徒

　
等
、
罪
ノ
輕
重
作
害
ノ
多
少
二
因
テ
之
二
庭
ス
。
他
日
改
心
悔
悟
ノ
徴
謹
ア

　
ル
モ
ノ
ハ
、
領
慶
弔
法
會
等
二
際
シ
赦
ヲ
行
ヒ
、
露
参
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
リ
。

　
尤
モ
及
位
ロ
ハ
五
年
以
上
、
舟
形
ロ
ハ
三
年
以
上
ヲ
纒
過
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
、

　
容
易
二
之
ヲ
許
サ
ス
。



　
銅
山
追
放

　
小
國
佳
居

　
在
入

　
　
此
三
科
目
ハ
敢
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
前
二
均
シ
キ
罪
犯
中
酌
量
シ
テ
之

　
二
庭
ス
。
畢
寛
後
來
ヲ
徴
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
。
銅
山
追
放
ハ
元
長
山
銅
山
ア

　
リ
、
其
鑛
夫
二
役
使
ス
。
小
國
住
居
ハ
荒
慶
ノ
地
ヲ
開
墾
ス
ル
コ
ト
ニ
從
事

　
セ
シ
メ
、
在
入
ト
ハ
他
村
二
居
ラ
シ
メ
テ
、
生
來
ノ
居
村
二
出
入
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
禁
止
シ
、
或
ハ
市
街
二
往
來
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
。
後
年
徒
刑
ノ
刑
名
ヲ

　
設
ク
ル
ニ
至
リ
テ
、
之
二
庭
ス
ル
モ
ノ
寡
シ
。

　
　
　
パ
ル
ロ

　
片
盤
剃
落

　
　
賭
博
者
之
二
庭
ス
。
徒
刑
ヲ
設
ク
ル
ノ
後
ハ
、
多
分
徒
刑
二
換
ル
。

　
永
松
（
長
松
）
銅
山
は
、
費
暦
時
代
か
ら
藩
の
直
管
と
な
り
、
一
時
は
盛
大

　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

に
探
掘
さ
れ
て
い
た
。
銅
山
追
放
は
、
勢
働
力
の
不
足
を
補
う
意
味
も
有
し
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
名
構
は
「
追
放
」
で
む
つ
て
も
、
實
質
的
に
は
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

制
替
働
を
科
す
る
拘
禁
刑
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
同
銅
山
は
、
寛
政
以
後
は
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

常
に
衰
微
し
昔
日
の
悌
を
失
つ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
嘉
永
頃
に
は
、
銅
山
追

放
の
者
の
勢
働
力
を
利
用
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
そ
れ
が
徒
刑
を
生
む
ひ
と

っ
の
原
因
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
小
國
と
い
う
の
は
、
最
上
郡
の
東
隅
に

あ
る
小
國
郷
で
、
未
開
墾
の
原
野
が
多
い
地
方
で
あ
つ
た
。

　
前
掲
刑
法
概
略
の
記
事
に
明
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
徒
刑
の
封
象
に
な
つ

た
犯
罪
は
、
「
賭
樽
者
犯
姦
者
」
な
ど
の
「
輕
罪
」
で
あ
る
が
、
徳
川
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ロ

各
地
方
を
通
じ
て
賭
博
犯
は
籔
の
多
い
犯
罪
で
あ
つ
た
か
ら
、
徒
刑
者
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

そ
れ
が
も
つ
と
も
大
き
い
比
重
を
占
め
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
前
に
引

用
し
た
最
上
郡
史
の
記
事
に
も
、
と
く
に
「
博
徒
」
の
名
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
新
庄
藩
の
徒
刑

そ
う
し
た
推
定
の
裏
付
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
最
上
郡
年
代
記
」
を
み
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

徒
刑
の
事
例
二
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
嘉
永
三
年
三
月
の
條
に
、

　
　
馬
喰
丁
松
川
屋
火
事
に
て
清
水
川
丁
迄
嶢
失
、
之
に
つ
き
て
酒
屋
松
川
屋

　
久
五
郎
と
隣
家
饅
頭
屋
大
泉
佐
兵
衛
と
の
間
に
火
元
璽
あ
り
。
松
川
は
谷
地

　
在
町
を
命
ぜ
ら
れ
、
其
兄
三
上
七
興
衛
（
酒
屋
）
は
徒
罪
仰
付
ら
る
。

　
弐
に
同
六
年
一
月
の
條
に
、

　
　
石
名
坂
村
庄
屋
黒
坂
久
五
郎
徒
罪
に
庭
せ
ら
る
。
黒
坂
は
郡
奉
行
佐
久
間

　
淺
右
衛
門
に
含
む
と
こ
ろ
あ
り
、
村
の
百
姓
等
を
促
し
て
仙
豪
領
に
腕
走
せ

　
し
め
ん
と
す
。
太
田
村
に
到
り
て
瑞
雲
院
漏
詰
和
爾
の
解
論
に
會
ふ
て
引
返

　
す
。

と
あ
る
。
徒
刑
に
庭
せ
ら
る
べ
き
贈
博
、
犯
姦
以
外
の
「
輕
罪
」
が
、
ど
ん
な

程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
毎
年
一
月
十
六
日
は
、
太
歳
日
と
構
し
て
江
戸
の
藪
入
に
も
相
當
す

る
日
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
日
は
徒
刑
囚
も
寺
の
読
教
を
聞
く
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ

　
　
（
”
）

た
と
い
う
。
徒
刑
が
犯
人
の
教
化
、
改
善
を
め
ざ
し
た
徴
謹
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
徳
川
時
代
の
各
地
を
通
じ
て
比
較
的
例
の
す
く
な
い
徒
刑
の
制

度
を
、
新
庄
藩
が
な
ぜ
探
用
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
幕
府
の
寄
場
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
他
藩
の
徒
刑
の
模
倣
で
あ
つ
た
の
か
、
あ
る
い
は
律
の
徒
刑
も
し
く
は
西
洋

の
懲
役
刑
か
ら
ヒ
ン
ト
を
え
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
濁
特
の
構
想
に
も
と
づ
い

た
の
か
。
そ
う
し
た
興
味
ふ
か
い
事
情
を
的
確
に
究
明
す
べ
き
資
料
は
、
残
念

な
が
ら
見
出
し
え
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
指
摘
し
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
徒
刑
制

度
が
、
藩
の
歴
史
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
嘉
永
年
間
の
藩
政
改
革
の
所
産
で
あ

つ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
天
保
十
一
年
三
月
（
か
糊
四
）
、
九
代
正
胤
隠
居
の
後
を
う
け
て
家
督
を
つ
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
（
七
三
九
）



　
　
　
　
新
庄
藩
の
徒
刑

十
代
正
令
は
、
一
代
の
先
畳
と
禰
せ
ら
れ
た
明
君
で
あ
つ
た
が
、
當
時
ド
ン
底

に
陥
つ
て
い
た
藩
の
財
政
を
救
う
べ
く
、
種
々
の
方
策
の
實
行
に
着
手
せ
ん
と

し
た
際
、
天
保
十
四
年
五
月
（
一
｝
廟
四
）
、
若
く
し
て
逝
去
し
た
。
次
の
十
一
代
正

實
は
、
わ
ず
か
十
二
歳
の
幼
君
で
あ
つ
た
た
め
、
租
父
正
胤
が
後
見
人
と
な

り
、
吉
高
勘
解
由
を
起
用
し
、
藩
政
の
刷
新
を
臨
行
し
た
の
で
あ
る
。
弘
化
三

年
（
㍗
轍
四
》
家
老
に
就
任
し
た
吉
高
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
藩
政
改
革
の
主

た
る
目
標
は
、
財
政
難
の
打
解
に
あ
つ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
貯
藏
米
の
増
加
を

計
る
べ
き
年
貢
取
立
方
法
の
攣
更
や
雌
制
の
改
正
、
脛
費
簿
約
の
た
め
の
職
制

改
駿
、
赤
子
奏
育
法
を
設
け
て
人
口
暦
加
の
促
進
、
過
怠
放
恣
の
弊
風
の
矯

正
、
有
用
樹
木
栽
培
の
奨
働
、
製
陶
業
を
は
じ
め
諸
産
業
の
育
成
な
ど
の
改
革

政
策
が
、
轍
母
氷
元
年
（
↑
轍
四
）
以
降
、
強
力
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

施
策
の
結
果
は
、
か
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
、
明
治
維
新
の
職
飢
に
の
ぞ
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

藩
の
財
政
は
、
き
わ
め
て
幽
患
畠
で
あ
つ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
徒
刑
制
度
の

新
設
は
、
あ
た
か
も
こ
の
改
革
の
初
年
度
に
あ
た
り
、
藩
費
節
約
の
た
め
不
急

役
人
の
減
塵
、
と
く
に
「
是
迄
御
役
所
附
番
人
下
役
小
人
の
類
一
切
相
止
め
可

（
2
0
）

申
事
」
と
い
う
程
の
大
整
理
が
断
行
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
と
き
で
あ
る
。
と
す
る

と
、
「
諸
役
所
の
夫
役
」
そ
の
他
に
、
犯
罪
者
の
安
い
鍔
働
力
を
利
用
す
る
徒

刑
の
企
諜
は
、
螢
働
を
通
じ
て
犯
人
の
改
善
を
計
る
刑
事
政
策
的
企
圖
と
は
別

に
、
そ
の
よ
う
な
藩
費
の
縮
減
と
も
、
直
接
の
關
蓮
を
有
し
た
も
の
と
、
み
る

べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

　
明
治
元
年
、
藩
は
ひ
と
た
び
加
入
し
た
奥
羽
同
盟
か
ら
離
反
し
、
明
治
政
府

に
味
方
し
た
の
で
、
庄
内
藩
軍
の
攻
撃
を
う
け
、
同
年
ヒ
月
十
四
日
、
新
庄
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
別
）

落
城
、
薄
主
正
實
は
藩
軍
を
ひ
き
い
て
秋
田
領
に
退
却
し
た
。
こ
の
職
闘
で
、

新
庄
の
街
は
「
近
領
之
賊
徒
致
放
火
、
城
下
侍
屋
敷
村
家
不
残
焼
失
仕
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
　
（
七
四
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

（
郵
獄
灘
離
）
碧
壷
「
戸
婁
れ
る
警
が
如
く
之
藁
め
経

々
た
る
赤
土
の
み
」
（
継
鞭
）
と
い
う
状
況
で
、
十
月
一
日
、
庄
内
藩
軍
を
鵬
逐

し
て
ふ
た
た
び
新
庄
に
も
ど
つ
た
藩
主
も
「
城
池
焼
亡
二
付
郭
外
之
別
邸
二
宿

（
四
）

管
」
（
騎
粧
藩
）
す
る
有
檬
で
あ
つ
た
か
ら
、
徒
刑
所
も
も
ち
ろ
ん
焼
失
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
藩
営
局
は
庄
内
藩
軍
と
結
託
し
て
私
利
を
計
つ
た
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

庄
の
富
商
を
「
大
瀧
村
に
在
宅
」
、
ま
た
職
闘
の
裏
切
り
者
と
し
て
斬
罪
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

た
藩
士
の
子
を
「
小
國
在
宅

一
の
刑
に
庭
し
て
い
る
。
こ
れ
は
徒
刑
所
焼
失
の

た
め
、
徒
刑
の
執
行
が
不
可
能
と
な
つ
た
の
で
、
古
い
「
在
宅
」
（
前
掲
刑
法

概
略
に
い
う
「
住
居
」
ま
た
は
「
在
入
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
）
の
刑
を
言
渡
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
は
、
私
が
現
在
ま
で
に
偶
目
L
た
乏
し
い
資
料
を
綴
り
合
せ
、
新
庄
藩

の
徒
刑
の
大
要
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
資
料
不
足
の
た
め
、
そ
の
片
鱗

を
傅
え
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
同
地
方
の
郷
土
史
關
係
の
文
献
に
は
、
私
の
滲
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

し
え
な
か
つ
た
も
の
が
、
す
く
な
く
な
い
。
ま
た
未
公
開
の
原
資
料
の
中
に
、

徒
刑
關
係
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
も
豫
想
さ
れ
る
。
將
來
、
同
地
方
の
郷
土

史
家
に
よ
つ
て
詳
し
い
研
究
が
叢
表
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
期
待
し
た
い
。

（
1
）
　
か
つ
て
金
田
卒
一
郎
氏
は
「
近
世
懲
役
刑
小
考
」
に
お
い
て
、
封
馬

　
藩
（
奴
刑
）
、
熊
本
藩
（
徒
刑
）
、
小
倉
藩
（
細
川
家
）
（
徒
刑
）
、
岡
山
藩
、

　
（
徒
刑
）
、
中
村
藩
（
責
人
の
刑
）
、
八
戸
藩
（
勢
役
刑
）
、
水
戸
藩
（
奴
刑
、

　
騨
場
人
夫
、
徒
刑
）
、
金
澤
藩
（
里
子
制
）
、
佐
賀
藩
（
徒
刑
）
、
新
獲
田

　
藩
（
徒
刑
）
、
秋
月
藩
（
徒
刑
）
、
中
津
藩
（
追
彿
、
町
携
と
い
う
徒
刑
）
、

　
米
澤
藩
（
勢
役
刑
）
、
小
倉
藩
（
女
郎
屋
へ
被
下
の
刑
、
徒
罪
）
、
松
山
幕

　
（
徒
刑
）
、
宇
和
島
藩
（
徒
刑
）
、
西
條
薄
（
徒
刑
）
、
徳
島
藩
（
徒
刑
）
、



　
秋
田
藩
（
寄
場
）
、
仙
毫
藩
（
奴
刑
）
等
の
自
由
刑
を
紹
介
さ
れ
（
「
九
大

　
十
周
年
記
念
法
學
論
丈
集
」
・
昭
和
十
二
年
刊
・
二
九
頁
以
下
）
、
辻
敬
助

　
氏
は
、
「
日
本
近
世
行
刑
史
稿
」
（
昭
和
十
八
年
刊
）
輩
お
い
て
、
幕
府
領
の

　
大
阪
（
寄
場
）
、
京
都
（
假
寄
場
）
、
箱
館
（
寄
場
）
、
長
崎
（
寄
場
）
お
よ

　
び
秋
田
藩
（
寄
場
）
、
長
岡
藩
（
寄
場
）
、
小
倉
藩
（
徒
罪
）
、
松
山
藩
（
徒

　
刑
）
、
水
戸
藩
（
徒
刑
）
、
相
馬
藩
（
奴
仕
）
、
米
澤
藩
（
徒
罪
）
、
津
輕
藩

　
（
徒
刑
）
等
の
自
由
刑
を
紹
介
さ
れ
た
（
上
巻
・
九
六
八
頁
、
九
八
七
頁
、

　
九
八
九
頁
）
。
辻
氏
は
金
田
氏
の
論
考
を
滲
照
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
、
爾
者

　
の
問
に
、
多
少
重
複
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
、
金
田
氏
は
「
謝

　
馬
藩
の
奴
刑
」
（
法
政
研
究
第
十
三
巻
二
號
）
を
爽
表
さ
れ
た
。
封
馬
藩

　
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
宮
本
又
次
「
封
馬
藩
に
於
け
る
奴
刑
と
奴

　
鉾
」
（
松
山
商
大
論
集
第
一
巻
三
號
）
、
安
河
内
博
「
鋤
馬
藩
に
於
け
る
奴

　
媒
制
の
成
立
」
（
大
分
大
學
學
藝
學
部
紀
要
二
號
）
、
「
封
馬
藩
に
於
け
る

　
奴
脾
制
成
立
の
由
來
ー
特
に
朝
鮮
の
奴
卿
制
度
と
の
關
係
に
つ
い
て
I

　
i
」
（
地
方
史
砺
究
七
號
）
、
「
封
馬
藩
に
於
け
る
奴
碑
制
成
立
の
砺
究
」

　
（
九
州
史
學
叢
書
第
一
輯
）
等
、
詳
細
な
研
究
が
相
次
い
で
襲
表
さ
れ
て

　
い
る
。
ま
た
秀
村
選
三
．
「
下
人
に
關
す
る
史
料
畳
書
三
題
ー
薩
藩
に
お

　
け
る
犯
罪
者
の
賜
與
、
使
役
ー
」
（
宮
本
又
次
編
「
九
州
纏
濟
史
論
集
」

　
第
二
巻
）
、
津
田
進
「
加
賀
藩
の
里
子
制
度
ー
刑
罰
の
一
種
と
し
て
の

　
ー
」
（
刑
法
雑
誌
第
七
巻
二
、
三
、
四
合
併
號
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
鹿
見
島

　
藩
の
下
人
、
加
賀
藩
の
里
子
に
關
す
る
貴
重
な
業
績
で
あ
る
。

（
2
）
　
拙
稿
「
長
岡
藩
の
寄
場
と
松
山
（
高
梁
）
藩
の
徒
刑
所
ー
西
洋
近

　
代
的
自
由
刑
の
移
入
を
問
題
と
し
て
ー
」
（
本
誌
第
三
十
一
巻
五
號
）
。

　
ま
た
「
會
津
藩
刑
則
考
」
（
慶
鷹
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
丈
集
法
學
部
法

　
　
　
新
庄
藩
の
徒
刑

　
律
學
關
係
・
未
刊
）
で
も
、
同
藩
の
徒
刑
に
論
及
し
た
。

（
3
）
　
「
戸
澤
年
譜
」
・
「
最
上
郡
史
料
叢
書
」
（
大
正
十
四
年
）
所
牧
・
一
二

　
頁
。

（
4
）
　
松
井
秀
房
「
最
上
郡
史
」
五
三
頁
。

（
5
）
　
松
井
氏
の
前
掲
郡
史
は
一
九
二
頁
の
小
冊
子
で
あ
る
が
、
嶺
氏
の

　
「
檜
訂
最
上
郡
史
」
は
附
録
共
七
八
八
頁
の
大
冊
で
、
全
艦
に
わ
た
つ
て

　
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
府
縣
史
料
編
纂
の
事
情
は
、
内
閣
丈
庫
編
「
展
示
圃
書
解
題
」
（
昭
和

　
三
十
年
）
六
頁
参
照
。

（
7
）
　
前
掲
檜
訂
最
上
郡
史
・
二
〇
九
頁
。

（
8
）
　
最
上
郡
及
位
（
ノ
ゾ
キ
）
村
、
秋
田
領
と
の
國
境
で
、
及
位
口
御
番

　
所
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
9
）
　
最
上
郡
舟
形
村
、
幕
府
領
尾
花
澤
と
の
國
境
で
、
舟
形
口
御
番
所
が

　
置
か
れ
て
い
た
。

（
1
0
）
　
天
保
十
四
年
、
十
代
藩
主
正
令
は
、
出
産
奨
働
の
た
め
、
堕
胎
に
封

　
し
て
片
曇
剃
落
に
以
た
眉
毛
剃
落
の
刑
を
科
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る

　
が
（
前
掲
櫓
訂
最
上
郡
史
・
一
八
六
頁
）
、
こ
の
刑
は
臨
時
の
も
の
で
あ

　
つ
た
の
か
、
本
丈
に
引
用
の
「
刑
法
概
略
」
に
み
え
て
い
な
い
。

（
1
1
）
　
「
新
庄
古
老
畳
書
」
（
大
正
七
年
版
）
・
二
〇
七
頁
。
前
掲
檜
訂
最
上

　
郡
史
・
五
八
九
頁
。

（
12
）
　
安
永
七
年
以
降
、
幕
府
が
佐
渡
金
山
で
行
つ
た
水
替
人
足
の
制
、
あ

　
る
い
は
寛
政
年
間
か
ら
丈
化
八
年
ま
で
津
輕
藩
が
徒
刑
囚
を
尾
太
銅
山
、

　
湯
澤
鉛
山
で
苦
使
し
た
等
の
先
例
を
滲
考
に
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
13
）
　
前
掲
増
訂
最
上
郡
史
・
五
九
〇
頁
。八

三

（
七
四
　
）



新
庄
藩
の
徒
刑

（
1
4
）
　
新
庄
藩
で
も
、
他
の
地
方
と
同
様
に
賭
博
の
防
止
に
は
大
い
に
留
意

　
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
藩
主
の
交
替
毎
に
、
家
老
か
ら
同
丈

　
で
各
村
に
達
せ
ら
れ
る
「
條
々
」
に
は
「
盗
賊
並
惣
裳
博
変
の
者
於
有
之

　
者
申
出
へ
し
御
ほ
う
ひ
可
被
下
の
事
」
と
あ
り
（
前
掲
最
上
郡
史
・
四
二

　
頁
）
、
ま
た
寛
保
三
年
の
「
畳
」
に
は
「
博
変
一
統
の
御
停
止
た
り
然
虎

　
在
々
に
て
密
々
徒
の
遊
ひ
有
之
様
に
相
聞
以
之
外
の
儀
第
一
庄
屋
役
人
不

　
吟
味
之
至
也
以
後
役
人
共
聲
夜
氣
を
付
尤
手
代
被
相
廻
見
嘗
衣
第
縄
を
掛

　
可
差
出
候
且
又
不
意
二
目
付
可
相
廻
候
條
其
上
に
て
相
知
候
は
父
庄
屋
役

　
人
迄
必
至
と
可
爲
無
調
法
事
」
と
あ
り
　
（
前
掲
書
・
四
九
頁
）
、
さ
ら
に

　
徒
刑
開
始
直
後
の
嘉
永
二
年
十
月
の
郡
奉
行
の
達
に
も
「
博
変
賭
の
勝
負

　
を
事
と
す
る
の
類
の
も
の
あ
ら
ば
伍
什
各
教
訓
を
施
し
異
見
を
加
へ
、
若

　
改
め
ず
ん
ば
長
百
姓
に
告
て
異
見
せ
し
め
、
猶
も
改
め
さ
れ
ば
ひ
そ
か
に

　
村
役
人
へ
達
て
其
扱
を
請
へ
し
」
と
あ
る
（
前
掲
噌
訂
最
上
郡
史
・
三
八

　
一
頁
）
。
お
そ
ら
く
他
の
地
方
と
同
様
に
、
防
止
の
効
果
は
あ
が
ら
な
か

　
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
新
庄
馬
喰
町
馬
市
の
博
勢
相
手
の
賭
揚
は

　
盛
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
・
五
三
一
頁
）
。

（
1
5
）
　
主
と
し
て
賭
博
犯
封
策
と
し
て
懲
役
刑
を
採
用
し
た
例
は
、
長
岡
藩
、

　
松
山
藩
（
前
掲
拙
稿
・
本
誌
第
三
十
一
巻
五
號
・
五
頁
、
一
四
頁
）
、
お
よ

　
び
米
澤
藩
（
註
1
8
参
照
）
な
ど
に
あ
る
が
、
新
庄
藩
の
場
合
も
そ
う
で
あ

　
つ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
1
6
）
　
「
最
上
郡
年
代
記
」
・
前
掲
檜
訂
最
上
郡
史
・
七
七
六
頁
。

（
1
7
）
　
前
掲
檜
訂
最
上
郡
史
・
四
六
八
頁
。

（
1
8
）
　
新
庄
藩
に
比
較
的
近
い
地
方
で
は
、
米
澤
藩
の
徒
罪
が
あ
る
。
そ
れ

　
に
つ
い
て
は
、
金
田
氏
は
櫻
田
虎
門
の
「
経
世
談
」
の
記
事
に
よ
つ
て
、

八
四

（
七
四
二
）

　
天
保
以
前
か
ら
開
始
さ
れ
た
勢
役
刑
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
た
が
（
註
1

　
参
照
）
辻
氏
は
「
鷹
山
公
世
記
」
を
典
擬
と
し
て
、
寛
政
三
年
十
二
月
以

　
降
行
わ
れ
た
「
徒
罪
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
（
註
1
滲
照
）
。
こ
の
徒
罪
は
、

　
博
徒
侠
客
無
頼
の
輩
を
封
象
に
し
、
公
私
の
人
夫
に
使
用
し
た
り
、
ま
た

　
は
草
履
作
り
、
わ
ら
じ
作
り
、
縄
な
え
等
の
勢
役
を
科
し
た
と
い
う
。
地

　
理
的
關
係
と
、
そ
の
内
容
の
類
似
か
ら
み
て
、
こ
の
徒
罪
が
新
庄
藩
に
縫

　
受
さ
れ
た
公
算
は
か
な
り
大
き
い
が
、
確
誰
は
な
い
。

（
1
9
）
　
藩
政
改
革
の
欺
況
は
、
前
掲
檜
訂
最
上
郡
史
・
一
九
九
頁
以
下
に
擦

　
る
。
と
く
に
吉
高
に
つ
い
て
は
、
常
葉
（
嶺
）
金
太
郎
「
稿
本
新
荘
藩
戊

　
辰
職
史
」
（
大
正
十
二
年
）
一
三
頁
以
下
参
照
。

（　　（　　（　　（　　（
24　23　22　21　20
）　　）　　）　　）　　）

　
郡
史
」

　
九
七
五
頁
。

（
2
5
）
　
前
掲
戊
辰
職
史
・
三
八
四
頁
。

（
2
6
）
　
前
掲
書
・
三
九
〇
頁
。

（
2
7
）
　
例
え
ば
、
松
澤
光
憲
稿
「
新
庄
藩
略
史
」
、
中
野
豊
政
編
「
郷
土
の
光
」

　
お
よ
び
大
正
時
代
に
八
十
敷
冊
登
行
さ
れ
た
と
い
う
郷
土
研
究
雑
誌
「
葛

　
麓
」
な
ど
、
私
が
披
見
す
る
こ
と
の
で
ぎ
な
か
つ
た
丈
献
の
中
に
、
徒
刑

　
に
關
す
る
記
事
が
あ
る
か
ど
う
か
、
識
者
の
御
教
示
を
え
た
い
黙
で
あ

　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
月
二
十
二
目
稿
）

前
掲
檜
訂
最
上
郡
史
・
二
〇
九
頁
。

常
葉
・
前
掲
戊
辰
職
史
・
三
〇
二
頁
以
下
。

「
復
古
記
」
第
六
冊
・
七
四
一
頁
。

長
坂
右
近
介
「
北
征
記
事
」
・
前
掲
戊
辰
職
史
三
一
七
頁
よ
り
引
用
。

「
北
村
山
郡
史
」
（
大
正
＋
二
年
）
下
巻
・
七
五
一
頁
、
「
編
年
西
村
山

　
（
大
正
二
年
）
巻
八
・
四
三
頁
、
「
山
形
縣
史
」
（
大
正
九
年
）
巻
四
・


